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判例研究

法
定
給
付
と
す
る
余
裕
が
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
非
労
働
者
層
の

所
得
保
障
給
付
を
何
を
基
準
と
し
て
定
め
る
か
も
技
術
的
に
簡
単
で
な
い

と
い
う
事
情
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
根
本
的
に
は
、
国
民
健
康
保
険
法
が
所

得
保
障
の
一
環
と
し
て
医
療
の
給
付
を
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
傷
病
の
治

癒
を
本
来
の
目
的
と
す
る
医
療
保
険
を
目
ざ
し
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
、

社
会
保
障
法
の
】
環
と
し
て
の
国
民
健
康
保
険
法
の
性
格
と
機
能
を
は
っ

き
り
さ
せ
、
将
来
の
立
法
の
方
向
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

商
事
判
例
研
究

債
権
に
対
す
る
仮
差
押
の
執
行
と

当
該
債
権
に
つ
い
て
の
給
付
訴
訟
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〔
事
実
〕
X
労
働
組
合
（
原
告
・
被
控
訴
人
・
被
⊥
告
人
）
は
、
訴
外
A

会
社
の
従
業
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
法
人
格
を
有
す
る
労
働
組
合
で
あ

る
。
昭
和
四
〇
年
八
刀
頃
X
と
訴
外
A
会
社
と
の
間
に
労
働
争
議
が
発
生

し
、
年
末
…
時
金
が
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
X
は
、
Y
ら
（
被
告
・

控
訴
人
・
五
告
人
↑
）
を
含
む
各
組
合
員
に
対
し
て
各
人
の
基
準
内
賃
金
に

家
族
手
当
を
含
む
一
カ
月
分
に
相
当
す
る
金
額
を
、
年
末
一
時
金
が
給
付

さ
れ
た
と
き
に
は
直
ち
に
返
還
す
る
旨
の
約
定
の
下
に
、
貸
付
け
を
行
な

っ
た
。
そ
の
後
一
時
金
が
給
付
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Y
ら
は
右
貸

付
金
を
弁
済
し
な
か
っ
た
の
で
、
X
は
Y
ら
に
対
し
て
貸
付
金
の
返
還
を

訴
求
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

　
第
一
審
は
遅
延
損
害
金
の
請
求
を
の
ぞ
き
X
勝
訴
。
こ
れ
に
対
し
て
Y

ら
が
控
訴
し
た
と
こ
ろ
、
第
二
審
係
属
中
に
、
訴
外
B
が
、
X
の
Y
ら
に

対
す
る
本
件
各
債
権
に
対
し
、
仮
差
押
倫
令
を
申
請
し
、
昭
和
四
三
年
八

月
二
四
〔
仮
差
押
命
令
が
発
せ
ら
れ
、
同
命
令
は
X
を
仮
差
押
債
務
者
、
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Y
ら
を
第
三
債
務
者
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
送
達
さ
れ
た
。
　
被
保
全
権
利

は
、
訴
外
B
（
仮
差
押
債
権
者
）
が
、
X
に
対
し
て
有
す
る
預
託
金
返
還

請
求
権
な
ら
び
に
、
室
外
C
ら
が
X
に
対
し
て
有
し
て
い
た
預
託
金
返
還

請
求
権
を
B
が
C
ら
か
ら
譲
受
け
て
取
得
し
た
同
債
権
で
あ
る
。
そ
こ
で

Y
ら
は
、
か
り
に
X
が
Y
ら
に
対
し
て
債
権
を
有
す
る
と
し
て
も
、
右
仮

差
押
の
解
除
せ
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
の
み
そ
の
支
払
を
求
め
う
る

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
無
条
件
に
そ
の
支
払
を
求
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
主
張
し
た
。

　
控
訴
審
は
、
債
権
の
仮
差
押
が
、
被
仮
差
押
債
権
の
保
全
を
目
的
と
し

現
実
の
支
払
に
よ
る
満
足
を
阻
止
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由

に
し
て
、
仮
差
押
が
あ
つ
で
も
債
権
者
（
仮
差
押
債
務
者
∀
の
有
す
る
給

付
請
求
権
の
態
様
に
は
影
響
せ
ず
、
給
付
判
決
を
な
し
、
執
行
す
る
こ
と

も
妨
げ
ら
れ
な
い
、
た
だ
第
三
債
務
者
は
仮
差
押
命
令
を
執
行
機
関
に
呈

示
し
て
、
執
行
手
続
が
満
足
段
階
に
進
む
こ
と
を
阻
止
し
う
る
に
す
ぎ
な

い
、
と
判
示
し
た
。

　
Y
ら
は
上
告
。
上
告
理
由
第
四
点
に
お
い
て
、
第
二
審
判
決
は
無
条
件

の
給
付
判
決
を
な
し
た
点
℃
、
大
判
昭
和
四
年
七
月
二
四
日
（
民
集
八
巻

一
〇
号
七
二
八
頁
）
等
お
よ
び
昭
和
九
年
三
月
…
七
日
（
法
学
三
巻
．
　

九
三
頁
）
等
に
反
し
、
　
執
行
の
方
法
に
関
す
る
異
議
（
民
訴
法
五
四
四

条
）
を
認
め
る
点
で
、
大
判
昭
和
一
五
年
一
二
月
二
七
日
（
民
集
一
九
巻

二
四
号
二
三
六
八
頁
）
に
反
し
、
ま
た
仮
差
押
の
効
力
に
関
す
る
法
令
の

解
釈
適
用
を
あ
や
ま
っ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　
〔
判
旨
〕
上
告
棄
却

　
「
仮
差
押
の
目
的
は
、
債
務
者
の
財
産
の
現
状
を
保
存
し
て
金
銭
債
権

の
執
行
を
保
全
す
る
に
あ
る
か
ら
、
そ
の
効
力
は
、
右
目
的
の
た
め
必
要

な
限
度
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
土
に
債
務
者
の

行
為
を
制
限
す
．
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
れ
を
債
権
に
対
す
る

仮
差
押
に
つ
い
て
見
る
と
、
仮
差
押
の
執
行
に
よ
っ
て
、
当
該
債
権
に
つ

き
、
第
三
債
務
者
は
支
払
を
差
し
止
め
ら
れ
、
仮
差
押
債
務
者
は
取
立
．

譲
渡
等
の
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ

ら
の
者
が
右
禁
止
に
反
す
る
行
為
を
し
て
も
、
仮
差
押
債
権
者
に
対
抗
し

え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
に
と
ど
ま
り
、
仮
差
押
債
務
者
は
、
右
債
権
に

つ
い
・
て
、
第
三
債
務
者
に
対
し
給
付
訴
訟
を
提
起
し
ま
た
は
こ
れ
を
追
行

す
る
権
限
を
．
失
う
も
の
で
は
な
く
、
無
条
件
の
勝
訴
判
決
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
解
し
て
、
　
右
仮
差
押
債
務

者
が
当
該
債
権
に
つ
き
債
務
名
義
を
取
得
し
、
ま
た
、
時
効
を
中
断
す
る

た
め
の
適
切
な
手
段
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
殊

に
、
も
し
、
給
付
訴
訟
の
追
行
中
当
該
債
権
に
対
し
仮
親
押
が
な
さ
れ
た

場
合
に
仮
差
押
債
務
者
が
敗
訴
を
免
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
将
来
右
仮
差
押

が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
仮
差
押
債
務
者
は
第
三
債
務
者
に
対
し
改
め

て
訴
訟
を
提
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
結
果
と
な
り
、
訴
訟
経
済
に
．
反
す
る
こ

と
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
仮
差
押
債
務
者
に
つ

い
て
考
え
ら
れ
る
利
益
は
、
ひ
い
て
、
仮
差
押
債
権
者
に
と
っ
て
も
、
当

該
債
権
を
保
存
す
る
結
果
と
な
る
。
さ
ら
に
、
第
三
債
務
者
に
対
す
る
関

係
で
は
、
も
し
、
右
判
決
に
基
づ
き
強
制
執
行
が
さ
れ
た
と
き
に
、
第
三

債
務
者
が
二
重
払
．
の
負
担
を
免
れ
る
た
め
に
は
、
当
該
債
権
に
仮
差
押
が
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塗
れ
て
い
る
こ
と
を
執
行
土
の
障
ヒ
同
と
し
て
執
行
機
関
に
呈
ホ
す
ろ
こ
と

魏
，に

よ
り
、
執
行
手
続
が
満
足
的
段
階
に
進
む
こ
と
を
阻
止
し
う
る
も
の
と

憎
相
9
れ
一
は
n
疋
り
ア
ω
　
（
民
｝
訴
誌
広
五
五
…
四
久
氷
）
○

　
右
洋
本
の
趣
旨
に
紙
流
す
る
大
容
擁
判
例
（
翻
御
感
牌
配
喫
絶
望
難
峡
ン
服
諜
細

心
調
罫
パ
眼
餓
期
九
）
は
、
こ
れ
を
変
更
す
べ
き
で
あ
る
。
」

〔
研
究
〕
判
旨
に
は
罰
．
廼
が
あ
る
。

　
　
欄
　
本
件
は
、
金
残
債
権
の
．
給
付
訴
訟
が
係
属
中
に
、
そ
の
引
．
㎡
求
債
権
が

健
人
に
よ
っ
て
差
押
ま
た
は
仮
λ
押
が
な
さ
れ
た
陽
奔
に
、
そ
の
給
付
訴

訟
手
話
ま
た
は
そ
の
後
の
執
行
手
続
に
ど
の
よ
う
な
織
紐
．
－
を
及
ぼ
す
か
と

い
う
問
腫
で
あ
り
、
古
く
か
ら
大
審
院
の
判
例
と
有
力
な
学
説
と
が
そ
の

見
解
を
異
に
し
て
い
た
闘
題
で
あ
る
。
木
判
決
は
仮
製
押
の
執
行
の
．
あ
っ

た
債
梶
に
つ
い
て
の
給
荘
心
許
り
い
の
．
搾
否
に
つ
い
て
判
一
編
し
た
も
の
と
し
て

は
、
帰
、
而
裁
、
と
し
て
は
、
ほ
じ
め
て
の
．
も
の
で
あ
る
。
訴
求
債
権
が
．
．
π
押

え
ら
れ
た
場
脊
に
も
同
様
の
■
趣
が
ル
伍
．
写
る
が
、
判
例
に
現
わ
れ
た
も
の
．

の
多
く
は
、
・
⊥
と
し
て
仮
巳
卜
∴
「
押
．
な
い
し
は
処
分
禁
止
の
仮
処
．
分
の
場
査
で

、
の
ろ
。
こ
れ
ビ
び
、
ヤ
距
押
の
炉
ヘ
ー
に
は
、
漉
た
押
」
・
し
同
日
時
に
藷
よ
た
は
一
て
れ
、
に
臣
飲

絃
し
て
疸
ち
に
移
付
命
令
・
に
移
行
す
る
こ
と
が
∴
．
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
浬
論
的
に
1
3
沿
、
仮
λ
押
の
善
管
と
差
押
の
場
合
－
三
。
、
区
別
す
る
必
．

要
は
な
父
輩
監
誰
爺
気
節
雛
壕
編
繧
躾
飴
が
詳
㍉
讃
㍊
鍛

鋤
帥
劃
鰍
八
）
。
ま
た
、
伺
様
二
処
分
禁
止
の
仮
処
分
は
、
ゲ
差
押
の
効
力
と

同
一
に
解
さ
れ
，
）
か
ら
飯
上
狛
昌
盛
咽
構
レ
一
肩
蕉
㎜
殿
鞍
㌦
↑
下
図
㌦
聾
圃
一
壼
馳
蕊
）
、

仮
差
押
に
関
す
る
こ
と
は
、
仮
処
分
の
場
合
に
も
適
川
し
う
る
こ
と
に
な

る
。

　
給
付
訴
訟
の
係
属
中
に
そ
の
隙
因
た
る
債
権
に
対
し
て
弟
三
者
か
ら
．
産

押
が
な
さ
れ
た
場
合
編
紅
雨
齢
押
撰
照
顧
醐
難
燃
欲
励
砥
聚
ズ
短
靴
一
蹴
靴
焼
肉
わ
鴎
購
鮒
顯
畷

攣
而
馨
、
被
差
押
債
権
に
つ
い
て
の
債
権
の
主
休
で
あ
る
w
、
．
、
押
債
務
者
が

な
ん
ら
か
の
訴
訟
を
追
行
し
う
る
か
、
ま
た
給
付
訴
訟
巾
に
．
、
だ
押
え
ら
れ

た
と
き
、
裁
判
所
は
ど
の
よ
う
な
富
盛
を
と
り
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
従

来
よ
り
．
種
々
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
大
審
院
は
こ
の
名
題
に
つ
き
、
木
星
と
同
様
の
事
例
二
お
い
て
、
「
債
権

二
婦
川
ス
ル
仮
E
た
押
A
叩
令
ノ
洞
執
だ
密
旨
、
、
即
…
一
曹
ハ
．
贋
5
二
㌃
森
払
ヲ
晶
為
ス
コ
ト
ヲ

禁
ズ
ル
命
令
二
依
リ
テ
之
ヲ
為
ス
ベ
キ
コ
ト
ハ
、
N
、
疎
法
七
五
〇
条
三
項

ノ
規
定
ス
ル
所
ナ
ル
が
故
三
、
基
仮
畏
押
ノ
、
仔
ス
ル
ー
限
リ
、
債
三
者
ハ
錐

三
債
務
者
二
対
シ
自
己
二
支
払
ヲ
為
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
磁
気
ス
ル
訴
ヲ
起
ス

コ
ト
ヲ
ー
け
ザ
ル
や
明
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
訴
訟
ノ
提
起
当
時
二
三
テ
ハ
、

未
ダ
仮
差
押
ナ
カ
リ
．
シ
場
合
ト
難
其
係
属
．
山
仮
碧
押
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
、

匝
一
炬
目
タ
「
ル
債
淋
噺
乙
．
目
ハ
、
白
口
一
し
二
対
シ
即
崎
吋
払
和
辞
口
↓
フ
ム
河
ス
ベ
ふ
ゴ
じ
日
ノ
牡
粥
．
W
小
ヲ

持
涜
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
．
必
ズ
其
申
立
ヲ
改
メ
、
債
権
ノ

存
在
ヲ
搾
定
セ
ン
コ
ト
ノ
申
立
若
タ
ハ
他
ノ
適
当
ナ
，
，
甲
立
ト
ナ
ス
コ
ト

ヲ
要
ス
ベ
ク
、
浩
シ
頂
ズ
㎡
タ
ル
債
務
者
が
停
、
差
押
ア
リ
タ
ル
ニ
拘
ラ
’
ズ
、

Ψ
同
被
ル
∵
ロ
タ
ル
第
一
一
篇
世
務
者
二
対
シ
即
時
ノ
ワ
捕
肝
ロ
ヲ
求
ム
ル
請
求
ヲ
持
続
ス

ル
ト
キ
ハ
、
其
請
求
ハ
全
然
．
不
）
出
ニ
シ
テ
之
ヲ
却
ド
ス
ル
ヲ
影
回
ト
ス
」

と
判
．
ボ
し
蘇
畷
調
鞠
蝦
腓
馳
萌
肛
細
細
賑
噸
瓢
能
事
粥
靴
じ
窪
手
、
そ
の
欲
藩
薫
別
墾
、
さ

ら
に
こ
れ
を
受
け
て
、
債
、
権
に
対
し
処
．
分
禁
止
の
仮
処
分
が
な
さ
れ
た
後

に
給
付
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
と
い
う
事
案
に
関
し
、
原
小
．
口
の
方
で
法
律
⊥

即
時
の
給
付
を
求
め
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
¶
の
れ
ば
、
仮
処
．
分
の
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解
除
さ
れ
次
第
支
払
を
命
じ
る
判
決
で
も
差
支
え
な
い
と
い
う
意
思
を
表

示
し
た
事
案
に
つ
き
、
　
「
債
権
者
ハ
仮
処
分
命
令
二
因
リ
債
権
ノ
取
立
其

ノ
他
一
切
ノ
処
分
ヲ
禁
ゼ
ラ
レ
タ
ル
時
ト
難
、
当
該
債
権
二
三
キ
所
論
ノ

如
ク
一
切
ノ
管
理
処
分
ノ
権
能
ヲ
剥
奪
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ニ
ハ
非
ズ
シ
テ
、

仮
処
分
債
権
者
ノ
権
利
ヲ
害
セ
ザ
ル
範
囲
内
二
於
ケ
ル
行
為
ハ
依
然
之
ヲ

為
シ
得
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ト
コ
ロ
、
他
面
、
叙
上
ノ
如
キ
仮
処
分
命
令
ア
リ

タ
ル
場
合
、
債
権
者
が
債
務
者
二
対
シ
該
仮
処
分
ノ
解
除
ア
リ
次
第
債
務

ノ
支
払
ヲ
為
ス
ベ
キ
旨
訴
求
ス
ル
モ
、
仮
処
分
債
権
者
ヲ
害
ス
ル
結
果
ヲ

招
来
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ズ
」
と
判
示
し
て
い
る
嵌
春
期
塾
靴
許
筆
一
協
）
。
こ
の

判
決
は
、
仮
処
，
分
の
解
除
を
条
件
と
す
る
将
来
の
給
付
の
訴
が
、
右
昭
和

四
年
判
決
の
「
仙
ノ
適
当
ナ
ル
申
立
」
の
一
つ
に
あ
た
る
こ
と
を
示
し
た
も

の
L
」
い
え
る
（
悔
言
欝
鴇
艶
蕉
趣
然
鍛
購
畑
騒
下
組
鴇
謹
餓

傭
）
。

　
同
様
に
、
大
審
院
は
右
の
基
木
的
立
場
を
執
行
手
続
面
に
押
し
及
ぼ

し
て
、
仮
差
押
中
の
債
権
に
蕉
つ
い
て
強
制
執
行
を
申
立
て
競
売
開
始

決
定
が
な
さ
れ
た
と
い
う
事
案
に
つ
き
、
　
「
民
訴
法
五
四
五
条
ニ
ヨ
ル
請

求
二
関
ス
ル
債
務
者
ノ
異
議
ナ
ル
モ
ノ
ハ
、
債
務
名
義
二
於
テ
確
定
シ
タ

ル
実
休
法
上
ノ
請
求
権
が
執
行
二
黒
セ
ザ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
理
由
ト

シ
テ
、
実
皇
土
ノ
異
議
ヲ
主
張
シ
債
務
名
義
其
ノ
モ
ノ
ノ
効
力
ヲ
排
除
ス

ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
が
故
二
、
弁
済
、
相
殺
、
免
除
、
解
除

条
件
ノ
成
就
、
消
滅
時
効
ノ
完
成
等
債
務
名
義
二
因
り
テ
確
定
シ
タ
ル
請

求
ヲ
消
滅
セ
シ
ム
ル
事
実
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
弁
済
期
限
ヲ
猶
予
シ
、
債
権
者

が
当
該
請
求
権
ヲ
第
一
．
者
二
譲
渡
シ
タ
ル
ニ
因
リ
テ
債
権
者
タ
ル
資
格
ヲ

喪
失
シ
、
債
権
者
が
破
産
ノ
宣
告
ヲ
受
ケ
、
又
差
押
ヲ
受
ケ
タ
ル
が
如
キ

債
務
名
義
二
因
リ
テ
確
定
シ
タ
ル
請
求
ヲ
変
更
ス
ル
事
実
生
ジ
タ
ル
場
合

二
三
テ
モ
、
之
ヲ
以
テ
請
求
二
関
ス
ル
異
議
ノ
訴
ノ
原
因
卜
為
ス
コ
ト
ヲ

妨
グ
ル
モ
ノ
ニ
非
ズ
。
然
レ
バ
被
上
告
人
ノ
有
ス
ル
木
田
債
務
名
義
ノ
基

本
タ
ル
請
求
ハ
酒
外
A
ノ
為
二
仮
差
押
ヲ
受
ケ
、
第
三
債
務
者
タ
ル
上

告
人
ハ
債
務
者
タ
ル
被
上
告
人
二
対
シ
之
が
支
払
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
禁
ゼ
ラ

レ
、
被
上
告
人
モ
亦
之
が
弁
済
ヲ
弦
要
シ
得
ザ
ル
モ
ノ
ナ
ル
が
故
二
、
仮

差
押
後
ハ
本
件
債
務
名
義
二
因
ル
強
制
執
行
ハ
之
ヲ
開
始
シ
又
ハ
続
行
ス

ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ザ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
コ
ト
債
権
ノ
差
押
ア
ル
場
合
ト
何
等
異

ナ
ル
ト
コ
ロ
ナ
シ
」
と
判
示
し
て
い
る
餓
嫡
紹
漁
趣
烹
購
締
盟
鮪
節
）
。
近
時

の
東
京
高
裁
決
定
も
、
任
意
競
売
手
続
進
行
申
に
当
該
抵
当
権
付
債
権
に

対
し
て
仮
差
押
が
な
さ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
被
担
保
債
権
に
対
し
仮
差
押

命
令
が
発
．
せ
ら
れ
、
　
そ
れ
が
執
行
さ
れ
た
と
き
は
、
　
当
該
債
権
を
担
保

す
る
抵
当
権
の
実
行
は
な
し
得
ぬ
も
の
と
し
て
鹸
鯨
繭
鳶
職
同
郷
℃
癬
童
罰
宝
一
～

覧
四
）
、
前
記
大
審
院
判
決
と
基
本
的
に
同
｝
の
見
解
を
．
小
し
て
い
る
。

　
二
　
下
級
審
の
判
例
は
、
戦
前
で
は
、
無
条
件
の
給
付
請
求
の
一
部
認

容
と
し
て
、
本
訴
請
求
が
そ
の
支
払
を
求
め
る
部
分
は
実
当
で
あ
る
が
、

原
告
が
債
権
の
存
在
の
確
認
ま
た
は
差
押
債
権
者
お
よ
び
原
告
の
為
に
供

託
を
求
め
る
範
囲
に
お
い
て
の
み
そ
の
請
求
が
許
さ
れ
る
と
し
た
大
阪
地

熱
昭
和
三
年
一
〇
月
一
口
（
新
聞
二
九
三
六
号
九
頁
）
、
差
押
の
例
で
は

あ
．
る
が
、
債
務
者
は
債
権
差
押
の
結
果
そ
の
訴
求
に
煎
る
金
銭
債
権
に
つ

き
取
立
そ
の
他
の
処
分
行
為
を
為
す
…
切
の
権
能
を
剥
奪
せ
ら
れ
、
依
然

と
し
て
債
権
の
主
体
た
る
地
位
に
あ
る
が
、
被
差
押
債
権
を
訴
訟
物
と
す
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一
ろ
給
付
の
訴
に
お
い
て
正
当
な
る
当
志
者
適
格
を
失
う
と
し
た
東
京
地
判

昭
和
七
年
三
月
二
三
日
（
新
報
三
〇
四
号
二
六
頁
）
が
あ
る
。
戦
後
の
も

の
で
は
、
差
押
の
解
除
を
条
件
に
給
付
請
求
を
認
め
た
福
岡
高
判
昭
和
三

一
年
二
月
二
七
日
（
高
岸
集
九
巻
二
号
七
一
百
ハ
）
は
、
控
流
血
の
給
付
請

求
を
認
め
な
い
点
で
、
大
審
院
の
判
例
に
従
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
、
潔
斎
の
も
の
に
は
、
こ
れ
ら
と
は
反
対
に
、
最
高
裁
判
決
と
同
様

無
条
件
の
二
二
判
決
を
認
め
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
仮
差
押
債
扮
者

が
第
三
債
務
者
を
相
了
と
し
て
仮
巳
、
五
四
を
受
け
た
債
権
に
つ
き
即
時
の
給

付
の
訴
を
提
起
す
る
こ
と
は
勿
論
、
そ
の
判
決
を
債
務
名
義
と
し
て
差
押

を
す
る
こ
と
も
何
ら
．
κ
支
え
な
い
と
す
る
も
の
と
し
て
、
れ
露
地
判
昭
和

園
○
年
一
一
月
一
七
日
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
八
七
号
一
八
七
頁
）
が
そ
れ

で
∴
る
嫡
詣
肋
述
ゆ
山
子
．
躰
琳
紛
‘
額
獣
心
簡
品
目
臆
再
調
湘
醜
熱
欄
年
）
。
本
判
決
は
、
こ
れ

ま
で
下
級
琴
に
お
い
て
態
度
が
分
れ
て
い
た
難
題
に
対
し
て
、
大
審
院
の

判
例
φ
、
墾
更
し
て
、
債
権
に
，
．
嚇
し
て
仮
差
押
が
執
行
さ
れ
て
も
、
仮
鑑
押

積
溢
者
は
、
当
該
債
権
に
つ
き
、
給
付
訴
訟
を
提
起
・
追
行
し
、
か
つ
、

無
条
件
の
勝
訴
判
決
を
覧
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
最
一
，
同
裁
の
態
度
を

明
か
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
。

　
三
　
・
封
し
こ
ろ
で
、
こ
の
問
琶
に
つ
き
従
L
小
の
多
数
説
（
一
調
警
融
鄭
瀬
鮪
離

無
額
雛
徽
籔
禦
匙
緬
煽
戸
弁
難
灘
鮪
箋
鐡
鋤
媚
鱗
）
は
、
．
挿

ま
た
は
仮
製
、
．
押
の
処
分
禁
止
の
，
馬
力
を
給
付
誌
求
権
の
雰
簾
舞
の
林
示
止
な

い
し
制
隈
と
解
し
、
　
差
押
ま
た
は
仮
差
押
を
受
け
た
債
務
者
は
第
三
債

務
者
に
対
し
確
認
な
い
し
供
託
を
求
め
る
訴
を
提
御
す
る
の
は
妨
げ
な
い

が
、
自
己
に
対
す
る
給
付
の
訴
は
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
給
付
訴
訟
係
属
中
に
差
押
ま
た
は
仮
差
押
が
な
さ
れ
た
場
合

に
は
、
訴
を
確
認
な
い
し
供
託
の
講
求
に
変
更
し
な
い
か
ぎ
り
敗
訴
を
免

れ
な
い
し
、
債
務
者
が
債
務
名
義
を
得
た
後
に
差
押
ま
た
は
仮
差
押
を
受

け
た
場
合
に
は
、
第
三
債
務
者
は
請
求
異
議
の
訴
に
よ
り
そ
の
執
行
力
を

排
除
し
得
る
と
し
て
い
る
。
前
掲
大
判
昭
和
四
年
七
月
二
七
日
を
支
持
す

る
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
で
は
現
在
で
も
こ
の
見
解
が
通
滋
を
な
し
て
い

る
（
ω
濯
ぎ
」
○
⇒
飴
ρ
N
℃
○
・
一
Φ
＞
o
費
●
ゆ
○
。
卜
。
O
≦
ω
F
舟
嗣
W
鋤
ニ
ヨ
げ
聲
0
7
，

に
三
什
9
げ
”
o
ダ
N
℃
○
・
ω
一
》
煽
融
・
ゆ
G
。
吋
Φ
①
＞
Q
o
δ
び
ω
戸
男
○
猟
鳥
2
二
5
α
q
Q
α
周
刃
隷

⇔
血
毎
日
α
q
噛
噂
》
信
艶
●
ω
・
慰
心
●
菊
○
ω
Φ
コ
σ
Φ
目
α
q
唱
ピ
Φ
ぼ
喘
ぴ
¢
O
ダ
O
＞
¢
2
●
暫
Φ
し
9

　≠

ﾓ
び
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
右
の
見
解
に
対
し
て
は
、
給
付
訴
訟
の
原
［
ナ
る
債
権
が
弟
押
え
ら
れ

て
も
、
☆
L
円
訴
訟
に
は
何
ら
の
影
響
も
な
く
、
娠
停
た
る
塞
押
下
拐
者
は

そ
の
ま
ま
給
付
訴
訟
を
維
持
し
、
裁
判
所
も
♪
、
の
・
．
よ
う
な
、
．
、
瓦
押
の
存
在
を

ゴ
顧
一
応
す
る
こ
と
な
ノ
＼
、
革
蕉
糊
日
直
凱
鐙
　
省
は
’
日
層
分
へ
の
即
．
時
．
ノ
馴
冨
の
掩
鮒
求
を
な

し
う
ろ
と
す
る
立
場
も
有
契
あ
る
（
蝋
雛
難
論
．
記
謙
順
箇
別
鋼
鴛

礁
諌
響
搬
鮎
魚
尾
驚
費
一
院
響
鬼
無
徳
満
強
．
簗
た
頒
配
．
．
．
あ

説
の
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
（
1
）
従
簡
の
ん
．
ン
．
牧
泌
。
円
倒
の
疏
肛
」
は
、

ド
イ
ツ
の
制
す
説
。
判
例
（
沁
●
O
．
国
◎
じ
む
●
謡
ω
．
・
路
刈
ト
≦
ド
一
8
0
ω
・

。。

黶
Z
）
の
跨
．
挫
く
と
こ
ろ
に
等
し
い
が
、
　
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
訴
訟
物
の

譲
渡
の
場
合
に
も
、
　
当
事
者
恒
定
を
認
め
、
　
指
顧
が
者
、
、
泌
、
訴
訟
を
飴
る

権
能
を
失
わ
な
い
と
し
て
い
る
の
に
、
単
な
⇔
一
時
痢
の
処
分
制
限
の
防
、

力
し
か
な
い
碧
押
の
あ
っ
た
と
き
に
、
　
か
え
っ
て
請
求
が
棄
却
さ
れ
る

と
す
る
解
釈
が
同
困
で
な
さ
れ
て
い
ろ
こ
と
自
粛
妥
当
で
は
な
い
こ
と
、
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（
2
）
差
押
の
存
在
は
債
務
者
第
三
債
務
者
の
関
係
に
お
い
て
履
行
請
求

権
能
を
実
体
的
に
制
限
す
る
も
の
で
は
な
《
、
た
だ
、
も
っ
ぱ
ら
現
実
の

取
立
お
よ
び
弁
済
を
禁
ず
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
差
押
は
債
務
者
の

判
決
手
続
に
お
け
る
利
益
を
喪
失
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
強
制
執

行
の
段
階
に
お
い
て
執
行
の
障
害
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
　
（
3
）
従
前
の

多
数
説
・
判
例
の
見
解
は
、
給
付
判
決
と
確
認
糾
決
に
あ
ま
り
に
本
質
的

な
差
別
を
設
け
す
ぎ
る
も
の
で
み
り
、
ま
た
、
　
（
4
）
差
押
ま
た
は
仮
差

押
が
解
除
さ
れ
た
場
合
を
考
え
れ
ば
、
一
度
訴
訟
に
お
い
て
発
展
せ
し
め

ら
れ
た
利
益
状
態
を
消
滅
さ
せ
、
再
訴
を
要
す
る
と
す
る
こ
と
は
、
債
務

者
側
に
い
た
ず
ら
に
不
利
益
を
帰
せ
し
め
、
訴
訟
経
済
の
要
求
に
も
そ
ぐ

わ
な
．
い
こ
と
と
な
る
。
（
5
）
差
押
債
務
者
が
給
付
判
決
を
得
て
お
れ
ば
、

差
押
債
権
者
は
こ
れ
を
利
用
で
き
る
か
ら
有
利
で
あ
り
、
　
第
三
債
務
者

は
、
差
押
債
務
者
か
ら
強
制
執
行
を
受
け
る
と
き
は
、
差
押
命
令
ま
た
は

仮
差
押
命
令
を
執
行
機
関
に
提
出
し
て
、
自
己
に
対
す
る
執
行
手
続
の
う

ち
満
足
手
続
の
避
止
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
執
行
機
関
が
、
こ
の
求

め
を
無
視
し
て
満
足
手
続
を
続
行
す
る
と
き
は
㍉
そ
れ
が
完
結
し
な
い
か

ぎ
り
、
こ
れ
に
対
し
執
行
方
法
に
関
す
る
異
議
（
民
訴
五
四
四
条
）
ま
た

は
即
時
抗
告
（
民
訴
五
五
八
条
）
を
な
b
う
る
か
ら
、
即
時
給
付
を
命
ず

る
判
決
が
な
さ
れ
て
も
、
第
三
債
務
者
を
害
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
差
押
ま
た
は
仮
差
押
は
、
・
債
務
者
の
判
決
手
続
に
お
け
る
当
事

者
適
格
を
喪
失
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
強
制
執
行
の
段
階
に
お
い
て
、

執
行
の
続
行
を
妨
げ
る
消
極
的
要
件
た
る
執
行
障
害
事
由
と
な
る
に
止
ま

る
、
な
ど
の
諸
点
で
あ
る
醸
穿
臥
・
醐
敷
紙
繍
漸
煮
堀
瓢
聾
。

　
こ
の
よ
う
に
即
時
給
付
の
判
決
を
肯
定
す
る
立
場
か
ら
は
、
差
押
債
権

者
は
給
付
訴
訟
に
補
助
参
加
（
民
訴
六
四
条
）
し
、
取
立
命
令
、
転
付
命

，
令
を
受
け
た
場
合
に
は
、
な
お
訴
訟
が
係
属
中
で
あ
れ
ば
こ
れ
に
当
事
者

参
加
譲
憾
砒
能
条
）
し
て
訴
訟
を
承
継
す
る
し
、
訴
訟
終
了
後
な
ら
ば
、
そ

の
判
決
を
利
用
し
て
承
継
人
と
し
て
執
行
文
の
付
与
を
受
け
て
（
民
訴
五

　
一
九
条
）
執
行
で
き
る
と
説
く
藤
冊
レ
揃
鵬
荊
昏
眠
礫
斬
訟
識
一
算
噸
）
。
も
っ
と

も
、
即
時
給
付
判
決
説
を
と
る
立
場
に
も
、
差
押
の
存
在
を
執
行
障
害
事

由
と
み
る
も
の
練
好
御
蘭
調
陰
謀
聾
と
、
満
足
の
手
続
に
は
進
み
え
な
い
が
、

差
押
・
競
売
は
な
し
う
る
露
鯉
風
説
謂
醐
醐
保
）
と
す
る
も
の
と
で
は
、
若
干

の
差
異
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。

　
な
お
、
　
い
ま
一
つ
の
見
解
と
し
て
、
　
差
押
ま
た
は
仮
差
押
に
よ
っ
て

執
行
債
務
者
意
当
該
債
権
に
関
す
る
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
適
格
を
失
う

が
，
民
訴
法
は
破
産
宣
言
に
よ
る
訴
訟
の
中
断
蔀
誠
遜
％
欧
懸
を
認
め
て

お
り
、
こ
の
規
定
は
、
破
産
者
の
処
分
権
の
喪
失
、
し
た
が
っ
て
当
事
者
適

格
の
喪
失
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
規
定
を
類
推
解
釈
し

て
訴
訟
手
続
は
中
断
す
る
も
の
と
解
し
、
後
に
債
権
者
が
取
立
命
令
ま
た

は
転
付
命
令
を
得
だ
場
合
に
訴
訟
を
受
継
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す

る
立
場
も
あ
る
（
灘
三
島
鰯
諦
穂
踊
の
の
蔽
醗
駐
職
弐
騨
聖
主
）
。
東
京
地
判
昭
和
七
年
三

月
二
三
日
（
鷹
脾
噺
耀
配
○
）
は
、
こ
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
ち
。

　
四
　
本
判
決
は
、
こ
の
よ
う
に
学
説
上
種
々
見
解
の
対
立
す
る
間
題
に

　
つ
き
、
従
来
の
大
審
院
判
例
の
立
場
を
変
更
し
て
、
近
時
の
通
説
的
見
解

を
と
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
意
義
が
あ
る
も
の
と
い
え
る
が
、
無

条
件
の
即
時
給
付
説
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
は
検
討
に
価
す
る
も
の
と
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本
判
決
の
批
判
と
し
て
、
福
永
・
民
商
六
九
巻
六
号
一
〇
三
〇
頁
、

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
原
・
法
協
九
一
巻
六
号
九
九
四
頁
、
伊
藤
・
昭
和
四
八
年
度
重
要

欄
隅
一
瀾
紀
国
判
駆
鼎
賑
撚
瓢
規
。
三
后
顛
、
石
）
。
け
だ
し
、
　
こ
の
舟
底
は
、
仮
差
押

債
権
者
・
債
務
者
・
第
三
債
務
者
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
関
係
を
論
ず
る
こ
と

で
決
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
仮
差
押
債
権
者
に
と
っ
て
は
、
即
時
給
付
判
決
が
な
さ
れ
る
こ

と
は
、
原
則
的
に
は
利
益
と
な
る
（
後
に
差
押
・
転
付
命
令
を
利
用
す
れ

ば
よ
い
）
が
、
差
押
の
場
合
に
は
、
自
己
が
欲
す
れ
ば
、
容
易
に
取
立
命

令
な
り
転
付
命
令
が
得
ら
れ
る
し
、
あ
と
は
自
己
の
名
で
第
三
債
務
者
に

対
し
て
給
付
の
訴
を
提
起
し
て
債
務
名
義
が
得
ら
れ
る
か
ら
、
差
押
の
段

階
で
放
滑
し
て
い
る
者
は
、
保
護
す
る
に
及
ば
な
い
。
仮
に
不
利
益
な
こ

と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
債
務
者
が
真
面
目
に
訴
訟
追
行
を
し
な
か
っ
た
場

合
あ
る
い
は
請
求
棄
却
の
判
決
が
な
さ
れ
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ

の
不
利
益
に
つ
い
て
は
、
補
助
参
加
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
．
）

　
と
く
に
、
仮
差
押
の
場
合
に
は
、
債
権
者
は
債
務
者
に
対
し
て
現
実
に

ま
だ
債
務
名
義
を
も
た
な
い
の
で
あ
り
、
債
権
拷
が
債
務
者
に
対
す
る
本

案
訴
訟
で
勝
訴
し
た
の
ち
は
じ
め
て
、
債
権
者
の
利
益
を
顧
慮
す
る
必
要

が
で
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
仮
差
押
の
段
階
で
は
、
債
権
者
の
利
益
を
考

え
る
必
要
は
な
く
、
債
権
者
は
、
当
該
債
権
が
現
実
の
満
足
に
よ
り
消
滅

す
る
の
を
阻
止
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
無
条
件
の
給
付

判
決
は
、
何
ら
必
要
で
な
く
、
せ
い
ぜ
い
差
押
・
仮
差
押
の
失
効
を
条
件

と
す
る
給
付
判
決
に
留
め
る
べ
き
で
あ
る
褻
愚
盲
揃
欄
職
鼠
取
鮮
）
。

　
仮
差
押
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
そ
の
債
権
は
な
お
仮
差
押
債
務
者
に
属

す
る
の
で
、
た
と
え
仮
差
押
が
あ
っ
て
も
仮
差
押
債
務
者
は
、
依
然
と
し

て
訴
訟
を
追
行
で
き
る
。
た
だ
仮
差
押
債
務
者
の
給
付
訴
訟
の
追
行
の
巧

拙
に
よ
っ
て
、
判
決
の
内
容
が
決
定
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
不
利
益
な
結
果

は
、
仮
差
押
の
効
力
の
相
対
性
を
根
拠
に
、
仮
差
押
債
権
者
に
は
及
ば
な

い
が
、
勝
訴
判
決
は
裁
判
外
で
の
管
理
行
為
の
効
力
と
同
様
に
仮
差
押
債

権
者
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
繍
禁
調
月
額
九
）
。

　
債
務
者
が
、
将
来
差
押
・
仮
差
押
が
効
力
を
失
っ
た
場
合
に
備
え
て
給

付
判
決
を
得
て
お
く
と
い
う
利
益
は
、
保
護
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
で
も
、
無
条
件
の
給
付
判
決
は
必
要
で
な
く
、
将
来
差
押
．
仮

差
押
が
効
力
を
失
う
こ
と
を
停
止
条
件
と
し
た
給
付
判
決
で
十
分
で
あ
る

と
い
え
る
。

　
第
三
債
務
者
に
と
っ
て
即
時
給
付
判
決
を
受
け
る
こ
と
は
、
当
然
に
不

利
益
と
な
る
が
、
二
重
払
の
危
険
さ
え
回
避
で
き
れ
ば
そ
れ
で
足
め
、
る
か

ら
、
債
権
に
つ
き
差
押
・
仮
差
押
が
な
さ
れ
た
こ
と
の
…
事
を
も
っ
て
給

付
判
決
を
免
れ
さ
せ
る
の
は
不
当
で
あ
る
。
　
本
判
決
は
、
　
第
三
債
務
者

が
、
二
璽
払
の
負
担
を
免
れ
る
た
め
に
は
、
当
該
債
権
に
仮
差
押
が
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
執
行
⊥
の
障
害
と
し
て
執
行
機
関
に
呈
示
す
る
こ
と
に
よ

り
、
執
行
手
続
が
満
足
的
段
階
に
進
む
こ
と
を
阻
止
し
う
る
と
す
る
が
、

無
条
件
の
給
付
判
決
の
結
果
、
第
三
債
務
者
の
側
か
ら
執
行
の
方
法
に

関
す
る
異
議
を
主
張
し
な
け
れ
ば
、
二
重
弁
済
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
。

債
務
者
の
な
す
有
体
動
産
執
行
の
場
合
に
は
、
執
行
官
に
差
押
。
仮
差
押

命
令
を
直
接
呈
示
す
る
こ
と
で
容
易
に
異
議
を
主
張
で
き
る
が
、
不
動
産

執
行
や
債
権
執
行
の
場
合
に
は
、
第
三
債
務
者
が
異
議
申
立
の
た
め
に
わ

ざ
わ
ざ
執
行
裁
判
所
に
赴
く
手
数
が
必
要
と
な
る
。
執
行
の
方
法
に
関
す
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る
異
議
は
、
執
行
終
了
後
は
主
張
で
き
な
い
か
ら
、
，
債
権
執
行
の
場
合
に

は
、
債
権
に
対
し
て
差
押
・
転
付
命
令
が
発
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
第
三
債
務

者
に
送
達
さ
れ
る
と
、
以
後
は
異
議
の
申
立
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
判
例

（
獣
映
蹴
旺
穂
聯
解
鴎
朋
一
卜
叩
餓
墾
三
儲
レ
珊
旺
肇
が
こ
こ
で
は
障
害
と
な
る
。
さ
ら

に
、
債
権
に
つ
き
、
単
一
の
差
押
・
仮
差
押
が
あ
っ
た
場
合
に
第
三
債
務

者
の
側
か
ら
な
す
供
託
を
認
め
な
い
供
託
実
務
（
焔
肺
魔
靴
腓
馳
瀾
凱
唄
無
騨
鯉
碗
都

賊
驚
）
か
ら
す
れ
ば
、
第
三
債
務
者
が
供
託
に
よ
っ
て
債
務
を
免
れ
て
債
務

者
か
ら
の
執
行
を
阻
止
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
．
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
過
去
の
判
例
を
変
更
し
て
無
条
件
の
給
付
判
決
を
許
す
立
場
を
と
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
給
付
判
決
に
基
づ
く
執
行
の
点
ま
で
傭
鰍
し
た
判
決

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
お
も
う
。
第
三
債
務
者
の
二
重
払
の
危
険
が
残

る
以
上
、
無
条
件
の
給
付
判
決
を
な
す
こ
と
は
、
問
題
を
後
に
残
し
た
こ

と
に
な
ろ
う
。
仮
差
押
の
失
効
を
条
件
と
す
る
給
付
判
決
に
よ
っ
て
、
債

務
者
の
地
位
は
十
分
に
保
護
で
き
る
も
の
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
細
川
　
潔
）

匪

半uで列石丹究
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